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事 務 連 絡
平 成 ２ ５ 年 ８ 月 ９ 日

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会
各 都 道 府 県 知 事
附属学校を置く各国立大学法人学長 殿
各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長

文部科学省スポーツ・青少年局ス ポ ー ツ 振 興 課
スポーツ・青少年企画課
体 育 参 事 官

水泳プールの安全管理について（依頼）

水泳プール（以下「プール」という）は、水の危険を十分理解できない子供も利用するもの

であり、プールを安全に利用できるよう、適切かつ円滑な安全管理を行うための管理体制を整

えることが不可欠であることから、日頃よりこの観点に立って対応いただいていることと存じ

ます。

しかしながら、８月８日、長崎市の市立小学校プールで、地域児童への開放中に、循環口に

児童の足が吸着し、外れなくなる事故が発生したことは、誠に遺憾であります。

文部科学省では、プールを安全に利用するための管理体制の整備について、平成１１年８月

６日付け１１体体第２６号で通知し、平成１９年以降は「プールの安全標準指針」（平成１９

年３月、文部科学省・国土交通省）を添付して、毎年安全確保について通知（本年度について

は、平成２５年５月１６日付け２５文科ス第１０５号）しているところです。

特に、このたびの事故に関しては、前記両通知の記１及び「プールの安全標準指針」に関係

して、小プールについて排（環）水口の二重構造の安全対策等の適切な措置が講じられていな

い可能性が指摘されております（８月９日現在）。

ついては、このような事故の再発防止のため、プールの大小を問わず排（環）水口等の施設 ・

設備の安全点検及び確認を実施の上、施設・設備に不備があることが判明した場合には当該プ

ールの使用を中止することを含め、前記通知の趣旨の徹底を改めてお願いします。

なお、各都道府県教育委員会及び各都道府県知事におかれては、域内の市区町村教育委員会

及び域内の私立学校、市区町村関係部局に対しても周知されるようお願いします。

文部科学省スポーツ・青少年局
電 話：03－ 5253－ 4111（代表）
スポーツ 振興課（公営プ ール担当） （内線：2686）
スポーツ・青少年企画課（学校プール施設担当） （内線：2672）
体育参事官（体育・青少年スポーツ担当）付 （内線：2674）
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事 務 連 絡
平 成 ２ ５ 年 ８ 月 ９ 日

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会
各 都 道 府 県 知 事
附属学校を置く各国立大学法人学長 殿
各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長

文部科学省スポーツ・青少年局ス ポ ー ツ 振 興 課
スポーツ・青少年企画課
体 育 参 事 官

水泳プールの安全管理について（依頼）

水泳プール（以下「プール」という）は、水の危険を十分理解できない子供も利用するもの

であり、プールを安全に利用できるよう、適切かつ円滑な安全管理を行うための管理体制を整

えることが不可欠であることから、日頃よりこの観点に立って対応いただいていることと存じ

ます。

しかしながら、８月８日、長崎市の市立小学校プールで、地域児童への開放中に、循環口に

児童の足が吸着し、外れなくなる事故が発生したことは、誠に遺憾であります。

文部科学省では、プールを安全に利用するための管理体制の整備について、平成１１年８月

６日付け１１体体第２６号で通知し、平成１９年以降は「プールの安全標準指針」（平成１９

年３月、文部科学省・国土交通省）を添付して、毎年安全確保について通知（本年度について

は、平成２５年５月１６日付け２５文科ス第１０５号）しているところです。

特に、このたびの事故に関しては、前記両通知の記１及び「プールの安全標準指針」に関係

して、小プールについて排（環）水口の二重構造の安全対策等の適切な措置が講じられていな

い可能性が指摘されております（８月９日現在）。

ついては、このような事故の再発防止のため、プールの大小を問わず排（環）水口等の施設 ・

設備の安全点検及び確認を実施の上、施設・設備に不備があることが判明した場合には当該プ

ールの使用を中止することを含め、前記通知の趣旨の徹底を改めてお願いします。

なお、各都道府県教育委員会及び各都道府県知事におかれては、域内の市区町村教育委員会

及び域内の私立学校、市区町村関係部局に対しても周知されるようお願いします。

文部科学省スポーツ・青少年局
電 話：03－ 5253－ 4111（代表）
スポーツ 振興課（公営プ ール担当） （内線：2686）
スポーツ・青少年企画課（学校プール施設担当） （内線：2672）
体育参事官（体育・青少年スポーツ担当）付 （内線：2674）
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2

第
１

章
 

指
針

の
位

置
づ

け
及

び
適

用
範

囲

１
−

１
 

本
指

針
の

位
置

づ
け

プ
ー

ル
は

、
利

用
者

が
遊

泳
等

を
楽

し
み

な
が

ら
、

心
身

の
健

康
の

増
進

を
期

待
し

て
利

用
す

る
施

設
で

あ
り

、
そ

の
よ

う
な

プ
ー

ル
が

安
全

で
あ

る
こ

と
は

、
利

用
者

に
と

っ
て

当
然

の
前
提

と
な
っ
て
い
る
。

プ
ー

ル
の

安
全

確
保

は
そ

の
設

置
管

理
者

の
責

任
で

行
わ

れ
る

も
の

で
あ

る
が

、
本

指
針

は
、

プ
ー

ル
の

排
(環

)水
口

に
関

す
る

安
全

確
保

の
不

備
に

よ
る

事
故

を
は

じ
め

と
し

た
プ

ー
ル

事
故

を
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止
す

る
た

め
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プ
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ル
の
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設

面
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管
理

・
運

営
面

で
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項
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に
つ
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関
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す

る
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庁
が
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に
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で
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り
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れ
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に
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し
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国
の

技
術

的
助

言
と
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適
切

な
管

理
運
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等
を
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て
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も
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で
あ
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。
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の
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用
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る
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遊
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を

目
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に
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置

す
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ル
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設
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に
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置
さ

れ
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設
の
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一
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的
に
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学
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設
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体
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設
と
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ー
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、
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園
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と
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あ
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が
、
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プ
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設

に
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す
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と
が
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で
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２
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体
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用
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れ
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プ
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ル
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事
故
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止
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踏
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従

事
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図
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こ
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必
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で
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プ
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ル
使

用
期

間
前

後
の

点
検

プ
ー

ル
の

使
用

期
間

前
に

は
、

清
掃

を
行

う
と

と
も

に
、

点
検

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
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用
い

て
施

設
の
点
検
・
整
備
を
確
実
に
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

特
に

排
(環

)水
口

に
つ

い
て

は
、

水
を

抜
い

た
状

態
で

、
蓋

等
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正
常

な
位

置
に
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固

に
固
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れ
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い
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こ

と
、

そ
れ
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固
定

し
て

い
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ネ
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ル
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形
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、
ゆ
る

み
等

が
な

い
こ

と
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配
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り
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吸
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み
防

止
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具
等

が
取

り
付

け
ら

れ
て

い
る
こ

と
等

を
確

認
し

、
異

常
が

発
見

さ
れ

た
場

合
は

直
ち

に
設

置
管

理
者

に
報

告
す

る
と

と
も

に
、
プ

ー
ル
使
用
期
間
前
に
修
理
を
施
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た

、
使

用
期

間
終

了
後

に
も

、
排

(環
)水

口
の

蓋
等

や
そ

れ
ら

を
固

定
し

て
い

る
ネ

ジ
、

ボ

ル
ト
等
に
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
、
次
の
使
用
に
備
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

な
お

、
通

年
使

用
す

る
プ

ー
ル

に
つ

い
て

は
、

１
年

に
１

回
以

上
の

全
換

水
を

行
い

、
水

を
抜

い
た
状
態
で
施
設
の
点
検
を
確
実
に
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

点
検
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
は
、

3
年
以
上
保
管
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

(
)

(
)

(
)

(
)



− 151 −

資
　
料

 
12

(
) (

)

 
13

３
−

４
 

日
常

の
点

検
及

び
監

視

毎
日

の
プ

ー
ル

利
用

前
後

及
び

利
用

中
の

定
時

ご
と

に
、

目
視

、
触

診
及

び
打

診
に

よ
っ

て
点

検
を

行
い

、
特

に
排

(環
)水

口
の

蓋
等

が
堅

固
に

固
定

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

点
検

す
る

こ
と

が
必

要
で
あ
る
。

ま
た

、
監

視
、

利
用

指
導

及
び

緊
急

時
の

対
応

の
た

め
、

監
視

員
の

適
切

な
配

置
を

行
う

と
と

も
に

、
プ

ー
ル

内
で

起
こ

る
事

故
の

原
因

や
防

止
策

、
事

故
が

発
生

し
た

場
合

の
対

応
方

法
等
に

つ
い
て
十
分
な
知
識
を
持
っ
て
業
務
に
あ
た
ら
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

(1
)施

設
の
点
検
 

(
)

(
)

3

(2
)監

視
員
及
び
救
護
員
 

(
)

(
)
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３
−

５
 

緊
急

時
へ

の
対

応

施
設

の
異

常
や

事
故

を
発

見
、

察
知

し
た

と
き

の
緊

急
対

応
の

内
容

及
び

連
絡

体
制

を
整

備
す

る
と

と
も

に
、

安
全

管
理
に

携
わ

る
全
て

の
従

事
者
に

周
知

徹
底
し

て
お

く
こ
と

が
必

要
で
あ

る
。

施
設

の
異

常
が

発
見

さ
れ

た
場

合
は

、
危

険
箇

所
に

遊
泳

者
を

近
づ

け
な

い
よ

う
直

ち
に

措
置

す
る

と
と

も
に

、
プ

ー
ル

の
使

用
を

中
断

し
て

当
該

箇
所

の
修

理
を

行
い

、
修

理
が

完
了

す
る
ま

で
プ

ー
ル

を
使

用
し

な
い

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
特

に
排

(環
)水

口
の

異
常

が
発

見
さ

れ
た

場
合

は
、
循
環
ま
た
は
起
流
ポ
ン
プ
を
停
止
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

人
身

事
故

が
起

き
た

場
合

は
、

傷
病

者
の

救
助

・
救

護
を

迅
速

に
行

う
と

と
も

に
、

速
や

か
に

消
防
等
の
関
係
機
関
及
び
関
係
者
に
連
絡
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

(
)

 
15

３
−

６
 

監
視

員
等

の
教

育
・

訓
練

プ
ー

ル
の

設
置

管
理

者
及

び
プ

ー
ル

管
理

業
務

の
受

託
者

（
請

負
者

を
含

む
）

は
、

安
全

管
理

に
携

わ
る

全
て

の
従

事
者

に
対

し
、

プ
ー

ル
の

構
造

設
備

及
び

維
持

管
理

、
事

故
防

止
対

策
、
事

故
発

生
等

緊
急

時
の

措
置

と
救

護
等

に
関

し
、

就
業

前
に

十
分

な
教

育
及

び
訓

練
を

行
う

こ
と
が

必
要
で
あ
る
。

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

3
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３
−

７
 

利
用

者
へ

の
情

報
提

供

プ
ー

ル
を

安
全

に
管

理
す

る
た

め
に

は
、

利
用

者
へ

の
適

切
な

注
意

や
警

告
を

行
う

こ
と

も
有

効
で

あ
り

、
排

(環
)水

口
の

位
置

等
危

険
箇

所
の

表
示

、
プ

ー
ル

利
用

に
際

し
て

の
注

意
・

禁
止

事
項

、
毎

日
の

点
検

結
果

等
を

、
利

用
者

の
見

や
す

い
場

所
に

見
や

す
い

大
き

さ
で

掲
示

す
る
こ

と
が
望
ま
し
い
。

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

 
17
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(1
)

(2
)

(3
)

(4
)

(1
)

(2
)

(3
)

(4
)

(5
)

(6
)

(7
)

(8
)

(9
)

(1
0)

(1
1)
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21

プ
ー

ル
施

設
設

備
の

使
用

期
間

前
点

検
表

（
例

）
 

ℓ
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当
プ
ー
ル
を
ご
利
用
の
皆
さ
ま
へ

当
プ
ー
ル
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
毎
日
点
検
を
行
い
、

施
設
の
安
全
を
確
認
し
て
い
ま
す
。

平
成
○
○
年
○
月
○
○
日

プ
ー
ル
管
理
者
 
○
○
○
○

（
連
絡
先
：
○
○
−
○
○
○
○
−
○
○
○
○
）

区
分

点
検

項
目

点
検

結
果

排
(環
)水

口
の

蓋
等

が
ネ

ジ
、

ボ
ル

ト
等

で
堅

固
に

固
定

さ
れ

、
配

管
口

に
吸

い
込

み
防

止
金

具
が

取
り

付
け

ら
れ

て
い

る
か

（
例

）

蓋
等

が
堅

固
に

固
定

さ
れ

、
吸

い
込

み
防

止
金

具
が

取
り

付
け

ら
れ

て
い

る
。

施 設 関 係
そ

の
他

管
理

者
が

重
要

と

考
え

る
項

目
（

適
宜

記
載

）

監
視

員
が

適
切

に
配

置
さ

れ
て

い
る

か

（
例

）

適
切

に
配

置
さ

れ
て

い
る

監
視

員
に

対
し

て
、

プ
ー

ル
の

施
設

・
構

造
や

監
視

業
務

に
つ

い
て

十
分

な
指

導
を

行
っ

て
い

る
か
 

（
例

）

十
分

指
導

を
行

っ
て

い
る

 

救
命

救
護

器
具

等
は

適
切

に
配

置
さ

れ
、

直
ち

に
使

用
で

き
る

か

（
例

）

適
切

に
配

置
さ

れ
、

直
ち

に
使

用
で

き
る

管 理 運 営 関 係

そ
の

他
管

理
者

が
重

要
と

考
え

る
項

目
（

適
宜

記
載

）
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